
令和８年度 消費生活相談員 
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消費者安全法に規定する消費生活相談員の資格を取得し、県又は市町村の消費生活相
談業務に従事することを目指す方を対象とする受験対策のための講座（座学９日間、リ
モート講義２日、通信学習）を開催します。 

受講料は無料です！この機会にぜひ受講してみませんか。たくさんのご応募お待ちし
ています！ 

 
１ 募集定員 

（下記の条件をすべて満たす方） 

（１）茨城県内に在住・在勤・在学の方 

（２）講座を８割以上受講できる方 

（３）２０２６年度消費生活相談員資格試験の受験の有無及びその結果を提供できる方 

（４）消費生活相談員の資格取得後「茨城県消費生活相談員等人材バンク※」に登録できる方 

※消費生活相談員の採用を予定する県内の市町村に対し、登録者の情報を提供する制度です。 

３ 会場 茨城県立青少年会館 （９，10 日目はザ・ヒロサワ・シティ会館） 

４ 日程 ６月２０日（土）から８月２９日（土）までの土・日曜日（全１０日間） 

時間はいずれも午前１０時から午後４時まで。講座等詳細な日程表は、下記 

【問合せ・申込先】からご確認ください。 

一次試験合格者には、１２月に面接試験対策講座（１回）を実施。 

５ 受講料 無料です。 

６ 申込方法 「受講申込書（様式第１号）」、「受講申込動機」を郵送又は持参して、申し込ん

でください。なお、応募書類は返却いたしません。 

７ 申込期間 ４月２０日（月）から５月２９日（金）まで（必着） 

（持参の場合は、平日の午前９時から午後５時まで。なお、先着順ではありま

せんので、期間内にお申し込みください。） 

８ その他 
（１）リモート講義が２日ありますのでインターネット環境が必要となります。 

（２）受講申込者全員に受講決定通知等を送付します。 

（３）会場の駐車場には限りがありますので、公共交通機関のご利用にご協力

をお願いいたします。 

（４）講座期間中の昼食は、各自ご用意ください。 

２ 受講対象者 

５０名（応募者多数等の場合は書類選考及び抽選による） 

受講者募集 

 


